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オーストリアでのグループチェックインに関する登録法変更について 

 

２０１７年７月末から、登録法改正により、ホテルでのグループチェックインを早く済ませ

る事が可能になりました。一人づつそれぞれのデータを提示する必要はなくなり、グループ

としてデータを収集することが可能となりました。それによって、実質的にホテルでのグル

ープチェックインはスムーズに行えます。 

ここに、重要事項をまとめましたので、以下をご参照ください。 

添乗員また バスドライバー等のグループ責任者がいる場合は、ホテルに滞在するにあたり、

旅行団体の宿泊客は、それぞれのデータを登録する必要はないが、団体宿泊客リストにそれ

ぞれのデータを記入しないといけない。 

また、氏名と国  ‐ 外国客の場合はパスポートの種類、旅券番号、発行官庁を旅行団体宿泊先

リストに記入して、滞在先のレセプションに提出しなければならない。 

この規定の前提条件として、旅行団体客が同じ滞在先に２週間以上滞在しない場合に限る。 

 


